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審査情報提供事例について 

 

  審査支払機関における診療（調剤）報酬に関する審査は、国民健康保険

法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療（調剤）報酬点数

表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行わ

れています。 

  他方、高度多様化する診療内容について的確、かつ、迅速な審査を求め

られており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員

会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成１７年度

より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をして

まいりました。 

  今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、

審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者

に情報提供することといたしました。 

  今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供

事例を逐次拡充させることとしております。 

  なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性な

どに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますの

で、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査におい

て、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。 

 

 平成２３年３月 
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K-8 切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定について

《令和２年９月８日新規》

○ 取扱い

切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、原則として認められない。

○ 取扱いの根拠

皮膚は、表皮・真皮・皮下組織（脂肪等）に大別され、物理的な皮膚の

損傷が表皮・真皮内のものを 「傷」といい、その下の皮下組織や筋肉な

どにまで達した傷を「創」という。

創傷は、開放性損傷と非開放性損傷を意味するものであり、創傷の形態

に基づき切創、割創、刺創、挫創、裂創等に分類される。

切創は、刃器、ガラス片などがその長軸方向に、体表を切線状に移動す

ることにより組織が離断された創をいい、一般に創口は長く、創縁は整い、

線状に走り、表皮剥脱はないか、あっても少ない。創角は両端とも尖鋭、

創面は平滑で、組織挫滅はほとんどないとされている。（南山堂医学大辞

典より）

切創の治療は、医療用テープでの創の密着、糸による創縫合、医療用ホ

チキスでの創閉鎖等の処置を行うが、受傷後長時間が経過した場合は、感

染をおこすため、洗浄や消毒によって創の清浄化を図った後、縫合閉鎖を

行う。

皮膚欠損用創傷被覆材は、厚生労働省通知「特定保険医療材料の定義に

ついて」において、「真皮以上の深度を有する皮膚欠損部位に対して、創

傷治癒の促進、創傷面保護及び疼痛軽減を目的として使用するものである

こと」と定義されている。

皮膚欠損は、皮膚の一部が欠けてなくなった状態であり、皮膚潰瘍は、

何らかの原因によって皮膚に穴（潰瘍）ができることである。

以上のことから、切創は通常皮膚欠損や皮膚潰瘍を伴わないものであり、

治療に当たって皮膚欠損用創傷被覆材の使用が必要とは考えられないこ

とから、原則として認められないと判断した。
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